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12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER

国　税／ 給与所得者の年末調整 
 今年最後の給与を支払う時

国　税／ 給与所得者の基礎控除申告
書兼配偶者控除等申告書兼
所得金額調整控除申告書・保
険料控除申告書・住宅借入金
等特別控除申告書の提出 

 今年最後の給与を支払う前日
国　税／ 11月分源泉所得税の納付 

 12月10日
国　税／ 10月決算法人の確定申告 

（法人税・消費税等） 1月4日

国　税／ 4月決算法人の中間申告 
 1月4日

国　税／ 1月、4月、7月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 1月4日

地方税／ 固定資産税・都市計画税（第
3期分）の納付 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

　来年1月から、税務調査等の際に調査担当者等から提出を求め
られた資料（帳簿書類・請求書・納品書などの写し）について、
e-Taxによるオンライン提出が可能となります。提出形式はPDF
形式が予定されています。これにより、資料を印刷する手間や、
税務署へ持参する時間、郵送費用などが解消されます。

ジャノメエリカ
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雇
用
保
険
制
度
で
は
、
労
働
者
の

生
活
お
よ
び
雇
用
の
安
定
を
図
る
こ

と
や
、
求
職
活
動
を
容
易
に
す
る
こ

と
等
の
た
め
に
各
種
の
給
付
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
雇
用
保
険
の
給
付
の
う

ち
、﹁
就
職
促
進
給
付
﹂
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

一
　
失
業
等
給
付
の
体
系

　

雇
用
保
険
の
給
付
等
は
大
き
く

分
け
る
と
、﹁
失
業
等
給
付
﹂、﹁
育

児
休
業
給
付
﹂、﹁
雇
用
保
険
二
事

業
﹂に
分
類
で
き
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
育
児
休
業
給
付
は
、

以
前
は
失
業
等
給
付
の
中
の
雇
用

継
続
給
付
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
令
和
二
年
四
月
よ
り

失
業
等
給
付
と
は
異
な
る
給
付
体

系
と
し
て
分
離
さ
れ
ま
し
た
。

　

失
業
等
給
付
は
、
さ
ら
に
次
の

四
つ
の
給
付
に
分
類
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
失
業
中
に
支
給
さ
れ

る
基
本
手
当（﹁
失
業
手
当
﹂と
呼
ば

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
正
式

に
は
﹁
基
本
手
当
﹂
と
い
い
ま
す
。）

は
、
求
職
者
給
付
の
う
ち
の
一
つ

で
す
。

⑴　

求
職
者
給
付

⑵　

就
職
促
進
給
付

⑶　

教
育
訓
練
給
付

⑷　

雇
用
継
続
給
付

二
　
就
職
促
進
給
付

　

就
職
促
進
給
付
は
、
複
数
の
手

当
等
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
次

の
よ
う
に
細
分
化
さ
れ
ま
す
。

①　

就
職
促
進
手
当

a　

再
就
職
手
当

b　

就
業
促
進
定
着
手
当

c　

就
業
手
当

d　

常
用
就
職
支
度
手
当

②　

移
転
費

③　

求
職
活
動
支
援
費

a　

広
域
求
職
活
動
費

b　

短
期
訓
練
受
講
費

c　

求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費

㈠
　
再
就
職
手
当

①　

概
要

　
　

再
就
職
手
当
は
、
基
本
手
当
の

受
給
資
格
が
あ
る
方
が
安
定
し
た

職
業
に
就
い
た
場
合
で
あ
っ
て
、

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に

支
給
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
安
定
し

た
職
業
に
就
い
た
場
合
と
は
、
雇

用
保
険
の
被
保
険
者
と
な
る
場
合

や
、
事
業
主
と
な
っ
て
、
雇
用
保

険
の
被
保
険
者
を
雇
用
す
る
場
合

な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

②　

要
件

　
　

複
数
の
要
件
が
あ
る
た
め
、
こ

こ
で
は
一
部
の
み
を
取
り
上
げ
ま

す
。

　
　

詳
細
は
公
共
職
業
安
定
所
や
厚

生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に

公
開
さ
れ
て
い
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
（
以
下
に

触
れ
る
手
当
等
に
つ
い
て
も
同
様
）。

・　

基
本
手
当
の
支
給
残
日
数
が

所
定
給
付
日
数
の
三
分
の
一
以

上
あ
る

・　

離
職
し
た
前
の
事
業
所
に
再

び
就
職
し
た
も
の
で
な
い

・　

再
就
職
先
に
一
年
を
超
え
て

勤
務
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る

③　

支
給
額

　
　

所
定
給
付
日
数
の
三
分
の
一
以

上
の
支
給
日
数
を
残
し
て
就
職
し

た
場
合
は
、
支
給
残
日
数
の
六
〇

％
、
三
分
の
二
以
上
の
支
給
日
数

を
残
し
て
就
職
し
た
場
合
は
、
支

給
残
日
数
の
七
〇
％
を
基
本
手
当

日
額
に
乗
じ
て
得
た
額
で
す
。

㈡
　
就
業
促
進
定
着
手
当

①　

概
要

　
　

再
就
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た

方
が
、
引
き
続
き
そ
の
再
就
職
先

に
六
か
月
以
上
雇
用
さ
れ
、か
つ
、

再
就
職
先
で
六
か
月
の
間
に
支
払

わ
れ
た
賃
金
の
一
日
分
の
額
が
雇

用
保
険
の
給
付
を
受
け
る
離
職
前

の
賃
金
の
一
日
分
の
額
（
賃
金
日

額
）
に
比
べ
て
低
下
し
て
い
る
場

合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

②　

支
給
額

　
　
（
離
職
前
の
賃
金
日
額

－

再
就

職
の
日
か
ら
六
か
月
間
に
支
払
わ

れ
た
賃
金
額
の
一
日
分
の
額
）
×

雇用保険
就職促進給付の概要
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再
就
職
の
日
か
ら
六
か
月
間
内
に

お
け
る
賃
金
支
払
基
礎
日
数
に
よ

り
求
め
ま
す
。

㈢
　
就
業
手
当

①　

概
要

　
　

基
本
手
当
の
受
給
資
格
が
あ
る

方
が
、
再
就
職
手
当
の
支
給
対
象

と
な
ら
な
い
常
用
雇
用
等
以
外

（
例
え
ば
、
一
年
を
超
え
て
引
き

続
き
雇
用
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い

な
ど
）
の
形
態
で
就
業
し
た
場
合

で
あ
っ
て
、
基
本
手
当
の
支
給
残

日
数
が
所
定
給
付
日
数
の
三
分
の

一
以
上
か
つ
四
五
日
以
上
あ
り
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

②　

支
給
額

　
　

就
業
日
数
×
三
〇
％
×
基
本
手

当
日
額
と
な
り
ま
す
。

㈣
　
常
用
就
職
支
度
手
当

①　

概
要

　
　

基
本
手
当
の
受
給
資
格
が
あ
る

方
（
基
本
手
当
の
支
給
残
日
数
が

所
定
給
付
日
数
の
三
分
の
一
未
満

で
あ
る
方
に
限
り
ま
す
。）、
高
年

齢
受
給
資
格
者
、
特
例
受
給
資
格

者
又
は
日
雇
受
給
資
格
者
の
う

ち
、
障
害
の
あ
る
方
な
ど
就
職
が

困
難
な
方
が
安
定
し
た
職
業
に
就

い
た
場
合
に
、
一
定
の
要
件
に
該

当
す
る
と
支
給
さ
れ
ま
す
。

②　

支
給
額

　
　

九
〇
（
基
本
手
当
の
支
給
残
日

数
が
九
〇
日
未
満
で
あ
る
場
合
に

は
、
支
給
残
日
数
に
相
当
す
る
数

（
そ
の
数
が
四
五
を
下
回
る
場
合

は
四
五
））
×
四
〇
％
×
基
本
手

当
日
額
と
な
り
ま
す
。

㈤
　
移
転
費

①　

概
要

　
　

受
給
資
格
者
等
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
、
特
定
地
方
公
共
団
体
ま
た
は

職
業
紹
介
事
業
者
の
紹
介
し
た
職

業
に
就
く
た
め
、
又
は
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
の
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職

業
訓
練
等
を
受
講
す
る
た
め
、
そ

の
住
所
又
は
居
所
を
変
更
す
る
必

要
が
あ
る
場
合
に
、
受
給
資
格
者

本
人
と
そ
の
家
族
（
そ
の
者
に
よ

り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
同
居

の
親
族
）
の
移
転
に
要
す
る
費
用

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

②　

要
件

　
　

事
業
所
ま
た
は
訓
練
施
設
へ
の

通
勤
（
所
）
時
間
が
往
復
四
時
間

以
上
で
あ
る
こ
と
等
、
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
が
住
所
・
居
所
の
変
更
が
必

要
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
等
の
要

件
が
あ
り
ま
す
。

③　

支
給
額

　
　

移
転
費
（
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航

空
賃
、
車
賃
、
移
転
料
、
着
後
手

当
の
六
種
類
が
あ
り
ま
す
。）
の

支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
及
び
そ
の
者
が
随
伴
す
る
家
族

に
つ
い
て
、そ
の
旧
居
住
地
か
ら
、

新
居
住
地
ま
で
の
区
間
の
順
路
に

よ
っ
て
計
算
し
た
額
で
す
。

㈥
　
広
域
求
職
活
動
費

①　

概
要

　
　

受
給
資
格
者
等
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
紹
介
に
よ
り
遠
隔
地
に
あ
る

求
人
事
業
所
を
訪
問
し
求
人
者
と

面
接
等
を
し
た
場
合
に
支
払
わ
れ

る
も
の
で
す
。

②　

要
件

　
　

住
居
所
管
轄
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
、
訪
問
す
る
求
人
事
業
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
間
の
距
離
（
往
復
）
が
、
交

通
費
計
算
の
基
礎
と
な
る
鉄
道
等

の
距
離
で
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
上
あ
る
こ
と
等
の
要
件
が
あ
り

ま
す
。

③　

支
給
額

　
　

一
定
の
計
算
方
法
に
よ
り
求
め

た
交
通
費
及
び
宿
泊
料
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

㈦
　
短
期
訓
練
受
講
費

①　

概
要

　
　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
職
業
指
導
に

よ
り
再
就
職
の
た
め
に
必
要
な
職

業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
、

当
該
訓
練
を
修
了
し
た
場
合
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

②　

要
件

　
　

教
育
訓
練
を
受
講
す
る
前
に
、

そ
の
訓
練
を
受
け
る
た
め
の
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
の
職
業
指
導
を
受
け
て

い
る
こ
と
等
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

③　

支
給
額

　
　

本
人
が
訓
練
受
講
の
た
め
に
支

払
っ
た
教
育
訓
練
経
費
（
入
学
金

又
は
登
録
料
と
受
講
料
）
の
二
割

（
上
限
一
〇
万
円
、
下
限
な
し
）

の
額
で
す
。

㈧
　
求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費

①　

概
要

　
　

受
給
資
格
者
等
が
求
人
者
と
の

面
接
等
（
面
接
の
ほ
か
、
筆
記
試

験
の
受
験
、
職
業
相
談
、
職
業
紹

介
な
ど
求
職
活
動
に
該
当
す
る
活

動
）
や
、
教
育
訓
練
を
受
講
す
る

た
め
、
子
に
つ
い
て
保
育
等
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

②　

支
給
額

　
　

保
育
等
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
た

め
に
本
人
が
負
担
し
た
費
用
の
一

部
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
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　雇用保険の育児休業給付金の被保険者期
間の要件が、今年9月から一部変更となっ
ています（制度変更は、育児休業開始日が
令和3年9月1日以降の方が対象です）。
１　変更前
　「育児休業開始日」を起算点として、そ
の日前2年間に賃金支払基礎日数が11日
以上ある月が12か月以上あること。なお、
賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か
月ない場合は、賃金支払基礎となった時間
数が80時間以上の月を1か月として算定
します（上記要件は変更後も同様）。
２　変更後
　上記1の要件を満たさないケースでも、「産
前休業開始日」等を起算点として、その日
前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上
ある月が12か月以上ある場合には、被保
険者期間の要件を満たすこととされました。
　産前休業を開始する日前に子を出生した

場合は「当該子を出生した日の翌日」、産
前休業を開始する日前に当該休業に先行す
る母性保護のための休業した場合は「当該
先行する休業を開始した日」を起算点とし
ます。
３　改正の背景
　育児休業給付金は、休業前に賃金支払基
礎日数が11日以上ある月が12か月以上あ
ること等が要件とされますが、「育児休業」
の開始日（女性は原則として産後8週間経
過後）から遡って支給要件を見る場合は、
直前に産前産後休業があるため、この間に
就労がなく賃金支払がなかった者について
は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月
が12か月以上」の要件を満たさないケース
が生じていました。
　変更により、従来の要件を満たさない場
合であっても、産前休業前の期間を用いて
支給要件を満たす場合は、育児休業給付金
が支給されることとなりました。

育児休業給付の要件一部変更

　今年10月より、健康保険の被保険者証
の交付にあたり、保険者が支障ないと認め
るときは、保険者から被保険者に対して直
接送付することが可能とされました。
　これは、コロナ禍におけるテレワークの
普及などに対応した柔軟な事務手続を行う
ことが出来るようにするためです。
　なお、これまでの事業主経由による交付
の廃止ではありませんので、直接交付の扱
いについては各保険者（協会けんぽ・健康
保険組合）にご確認ください。
　また、高齢受給者証、特定疾病療養受療
証、限度額適用認定証及び限度額適用・標
準負担額減額認定証についても健康保険被
保険者証に準じた改正が行われています。
　一方、被保険者証の返納については、従
来と同様の扱いで変更は行われておりませ
んので、事業主経由を省略することはでき
ません。

健康保険被保険者証の 
直接交付　

令
和
四
年
一
月
よ
り
、
健
康
保
険

の
傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
の
通
算

化
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
従
来
の
傷
病
手
当
金
の
支
給
は
、

支
給
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
六
か
月
が
最
長
期
間
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、
令
和
二
年
四
月
一

日
に
支
給
開
始
の
場
合
は
、
令
和
三

年
九
月
三
十
日
ま
で
と
さ
れ
、
そ
の

間
に
一
旦
復
職
し
そ
の
後
再
び
同
じ

病
気
や
ケ
ガ
に
よ
り
仕
事
に
就
け
な

く
な
っ
た
場
合
で
も
、
支
給
さ
れ
る

の
は
令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
改
正
で
は
、
出
勤
に
伴
い
不
支
給

と
な
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
、
そ
の

分
の
期
間
を
延
長
し
て
支
給
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
、
支
給
期
間
の
通
算
化

（
通
算
し
て
一
年
六
か
月
間
支
給
）

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
の
通
算
化


